
令和３年９月２４日 

北海道電力株式会社 

泊発電所３号炉 

プラント側審査に係る説明の「進め方」と「用いる資料」について 

 

泊発電所３号炉のプラント側審査は、地震・津波側審査の進捗を待つ期間が長かったことから、最新審査実

績を踏まえた説明が必要である。 

本紙は、上記を踏まえて説明再開にあたり、合理的な説明の進め方と、そのために用いる資料について検討

したものである。 

【説明のコンセプト】 

〇最初に前段説明を行い、以下の事項等を示すことで、今後の説明の全体像を提示する。 

➢ 説明項目のリスト 

➢ 各説明項目の概要 

➢ 事業者が考える説明項目の軽重 

〇前段説明の内容を踏まえて各条文、審査項目における基準適合の論点を仕分け、各条文、審査項目の本格説

明の進め方を調整の上、説明を実施する。 

順序 段階 内容 用いる資料 

１  

前段 

説明 

  

 

(1) 

・説明再開にあたり、どのような説明項目があるのか全体像を提示 

・事業者が考える説明項目の軽重の提示 

説明事項管理表 

及び別紙 1～4 

 【参考】 

説明事項管理表及び別紙 1～4 に記載の説明項目の内容を補足するた

め、まとめ資料比較表の表紙である比較結果等を取りまとめた資料を

合わせて提示する。 

（比較結果等を取りまとめた資料を用いた具体的説明は、各条文、審

査項目に係る本格説明で実施する。） 

 

比較結果等を取りまとめた資料には、以下の事項等を記載している。 

・最新審査実績の反映作業を行った結果の概要 

➢ 大飯 3/4 号炉と比較して方針・運用等の変更を伴う追加事項

の有無、追加事項の概要 

➢ 女川 2 号炉と比較して方針・運用等の変更を伴う追加事項の

有無、追加事項の概要 

➢ 他社審査会合指摘事項を確認して方針・運用等の変更を伴う

追加事項の有無、追加事項の概要 

・最新審査実績を反映した上での差異概要の提示 

比較結果等を取りまと

めた資料（表紙） 

(2) 
説明項目の軽重を踏まえた説明スケジュールの提示 プラント側審査 

説明スケジュール（案） 

(3) 
上記(1)(2)説明を踏まえ、基準適合の論点を仕分け、本格説明の進め方

を調整 
― 

２ 

本格 

説明 

・上記 1(3)での進め方の調整結果を踏まえ、各条文、審査項目について

順次説明を実施。 

・比較結果等を取りま

とめた資料（表紙） 

・まとめ資料比較表 

・補足説明資料 

※ 前段説明は面談、本格説明は面談・ヒアリングで実施 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  【比較結果等を取りまとめた資料の記載事項（例）】 

１．最新審査実績を踏まえた泊 3号炉まとめ資料の変更状況(2017年 3月以降) 

1-1）設計方針や運用、体制などの変更による資料の修正 
1-2）設計方針や運用、体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の

充実を行うことによる修正 

a. 大飯３／４号まとめ資料と比較した結果、変更したもの 

b. 女川２号まとめ資料と比較した結果、変更したもの 

c. 他社審査会合の指摘事項を確認した結果、変更したもの 

d. 当社が自主的に変更したもの 

1-3）その他 

比較表において、リファレンスプラントに合わせて記載を充実する観点か

ら修正し、結果として差異がなくなった箇所がある旨を記載。 

２．比較結果の概要 

2-1）資料構成の相違 

2-2）設計方針の相違 

2-3）設備、運用、体制の相違 

2-4）差異識別の省略  など 

【説明事項管理表】 

 
【別紙３】 

 

他社審査知見の反映に係る説明事項

当社

確認

方法

対象プラ

ント
項目

比較による差異

または審査会合指摘事項
説明事項概要

別3-012 8条 内部火災 比較表 大飯3,4

想定すべきその

他の自然現象に

対する対策の明

記

・大飯3,4号機のまとめ資料においては、火災感

知設備及び消火設備の機能及び性能維持に係る

対策として，「想定すべきその他の自然現象に

対する対策」が追記となっている。また、参考

資料２として，当該内容に係る資料が追加と

なっている。

・一方，当社のまとめ資料には該当する記載が

無い。

・審査基準の2.2.2への適合性の観点から，「感

知、消火の機能、性能は地震等の自然現象に

よっても維持される設計であること」について

説明を充実した。

ー

別3-013 8条 内部火災
審査会合

QA
女川2

放射性廃棄物処

理系が火災によ

り閉じ込め機能

が損なわれない

ことの説明

放射性廃棄物処理系について、火災による電動

弁等の機能への影響を考慮しても、放射性物質

の閉じ込め機能が損なわれないことを説明する

こと。

・泊発電所においては，放射性物質を貯蔵する

機器等に対して，火災によって放射性物質を貯

蔵する機能に影響が及ばない事を説明していた

が，電動弁等の機能影響を考慮しても閉じ込め

機能が損なわれない事を確認した。

ー

別3-014 8条 内部火災
審査会合

QA
女川2

屋外消火設備の

運用方法等

屋外消火設備については、凍結防止ヒーターの

電源等も含め、その運用方法等について十分検

討すること。

屋外の一部地上化した水消火配管については、

保温材により配管内部の水が凍結しない設計と

している。また、保守的に常用電源から受電す

る凍結防止ヒータを設置し常用と予備の2系統設

置し、更に常用電源からの受電が不可能となっ

た場合には、仮説発電機からの受電が可能な設

計としている。

ー

No. 条文等

他社審査知見

審査

会合

案件

別紙３

まとめ資料 

比較表 

【表紙】 

 

比較結果等を 

取りまとめた 

資料 

説明項目の軽重（審査会合 or 事実

確認）を仕分ける対象は、別紙 2

（自主対応）、別紙 3（最新審査実

績の反映）と考えており、例とし

て別紙 3 を掲載 

（別紙 1（4,5 条関係）、別紙 4（BF）

は審査会合案件と想定） 

補足説明資料 

（概要説明 PP資料等） 

上記 

２項目 

共通 


